
　　　年　　　月　　　日

益子町長　広田　茂十郎　　様

　　申告者（納税義務者）

　　　住　　　　所

　　　氏名又は名称 ㊞

（個人番号　　　　　－　　　　　－　　　　　）

（電　　話　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　）

床 面 積 構 造 造

備 考

※改修工事完了日から3月以内に申告書を提出できなかった場合、その理由など

改 修 に 要 し た 費 用 円　　　　　　

改修が完了した年月日 　　　年　　　月　　　日

耐震改修住宅に係る固定資産税減額申告書

　　　　地方税法附則第１５条の９第１項の適用を受けるため、益子町税条例

　　　　附則第１０条の３第６項の規定により、下記のとおり申告します。

家 屋 の 所 在 　益子町

登 記 の 有 無
　□登記（家屋番号　　　　　　　　　　　　　）　□未登記
　　　　（登記年月日　　　　　年　　月　　日）

種 類 　□専用住宅　□併用住宅　□共同住宅　□その他住宅（　　　）

㎡

建 築 年 月 日 　　　年　　　月　　　日



【内容】

　　一定の耐震改修を行った住宅について、工事の翌年１年間分の

　　固定資産税が２分の１減額されます。

　　　　　（※床面積１２０㎡相当分までに限る。ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修や省エネ改修に係る減額との併用は不可。）

【要件】

　　・昭和５７年１月１日以前から存在する住宅であること

　　・現行の耐震基準に適合する耐震改修であること

　　・当該改修工事費用が５０万円を超えること

【申請方法】

　　固定資産税減額申告書に記入の上、下記の書類を添えて税務課へ提出して下さい。

　　〈添付書類〉

　　　　①増改築等工事証明書

　　　　　または住宅耐震改修証明書

　　　　②改修工事費用が確認できる書類の写し（明細書、領収書等）

　　　　③住宅性能評価書の写し（交付がある場合のみ）

【問合せ先】

益子町 総務部 税務課 資産税係

　　電　話　７２－８８６３

　　ＦＡＸ　７２－６３９３

耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について


